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日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 1 2

▲
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

● ▲ ●
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

★ ● ★ ●
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

● ■ ● ▲
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

★ ● 31 ★ ● ■

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

● ▲
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

★ ● ▲ ★ ●
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

● 　 ●
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

★ ● ■ ★ ● ■ ▲
28 29 30 26 27 28 29 30 31

● ●

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5

★ ● 8 ● ▲
9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12

● ▲ ●
16 17 18 19 20 21 22 13 14 15 16 17 18 19

★ ● ★ ●
23 24 25 26 27 28 29 20 21 22 23 24 25 26

● ■ ● ■ ▲
30 31 27 28 29 30

★ ★ ●

8　月 9　月

（収集区域）

5　月4　月

高　江 ・ 朝　日

緑　丘 ・ 古　岸　（令和８年４月から令和８年９月まで）

ごみの収集日はカレンダー内で、次の記号により表しています。
【●～燃やせるごみ、▲～燃やせないごみ、★～資源ごみ、■～粗大ごみ(要予約）です。】

（毎月第４水曜日収集）　（３週に１度の収集）

6　月

令和8年10月以降のカレンダーについては、9月に配付を予定しています。

7　月

※■粗大ごみの申込は
１８日までとなります

熊の出没が懸念されますので、ごみは収集日当日の朝（午前8時まで）に出す
ようにし、前日の夜や収集後には出さないようにしましょう！


